
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 静岡市青少年育成会議では、青少年（個人または団体）が他の模範となるような行為

をなし、その功績が特に顕著なものを表彰することによって、青少年の育成活動を推進

し、明るく住みよい社会の創造に資することを目的に、善行青少年表彰を実施していま

す。表彰の対象となる行為又は活動は、次のとおりです。 

 １ 人命救助、事故防止など、勇気や親切を示し、地域社会を明るくする行い。 

 ２ 目立たない善行であっても、それを繰り返すことによって、人々から感謝される 

もので、個人の場合は半年間以上、団体の場合は２年間以上、継続した行い。 

① 地域や学校のために尽くすなど、公共心、公徳心に優れたもの 

② 公共の場所の清掃、環境美化など、社会奉仕に尽くしたもの 

③ 福祉施設や不遇の人への慰問激励、各種奉仕活動など社会福祉に尽くしたもの 

④ 子ども会や青少年団体活動への援助、支援など、青少年育成に尽くしたもの 

⑤ 隣人や友人に対する援助、徳行など、隣人愛、博愛の心にあふれたもの  

 ３ その他、他の模範となるもので、審査会が特に認めた行い。  

 

令和５年度は、団体２件、個人１１件（２７人）が表彰されました。 事例を紹介します。 

区分 該当項目 内  容 

個人 

１名 

２ ② 三保松原の「松葉かき」ボランティアに参加し、その価値に気づ

き毎週参加するようになった。今では活動サポートメンバーとし

てその目的を一般参加者に説明したり学校で友達に参加を呼び

かけたりしている。 

個人 

５名 

１  公園で遊んでいたとき、隣接の家から一人で出てきて走り出そ

うとした幼児（２歳）を見つけた。危険を察知したので引き留め

た。お宅を訪ねたが応答がないので、しばらく幼児の世話をして

いた。幼児の母親の知り合いが通りかかり、母親に連絡を取り、

幼児を家の中に入れて安全を確保できた。 

個人 

１名 

２ ②  生徒数が少ない本校は、清掃時間内に実施できる範囲が限ら

れている。落ち葉の季節には、教員や用務員、生徒会企画で清掃

活動をしてきた。本生徒は４月から自主的に朝の始業前約２０分

間を毎日の清掃活動として１１月まで継続した。 
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 ４月から中学生になる市内小学校６年生の保護者全員に「春の安心ネット・新学期一

斉行動」リーフレットを小学校を通じて配付しました。 

 青少年を取り巻くインターネットトラブルは被害だけでなく、気づかないうちに加害者

になってしまう事案も珍しくありません。中学校への進学をチャンスととらえ、各家庭に

おいて家庭のルールを子どもと相談して決めることを呼び掛けています。このリーフレッ

トを各家庭で活用してくださり、家庭のルールが決まり、インターネットの危険から子供

たちを守ることを願っています。 

 

【 相談して決める「家庭のルール」例 】 

□ ゲームとネットを合わせて、使っていいのは 1 日   分まで。 

□ 夜   時以降は使わない。    に預ける。 

□ ネットで課金、買い物するときには、     に許可をとる。 

□ ネットに自分や友達の名前、学校名、アドレス、写真などを公開しない。 

□ メールや SNS は、会ったことのある人だけとやり取りする。 

□ 変わったこと、困ったことがあったら、すぐに    に相談する。   

新中学１年生へ「インターネットに関する」啓発リーフレット配付 

 


